
大和市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

平成２５年９月３０日 

                     大和市長  大 木  哲   

 

大和市規則第７１号 

大和市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

大和市一般職の職員の給与に関する条例施行規則（昭和４４年大和市規則第１８号）の一部を次

のように改正する。 

第１８条中「前条第１項第２号に規定する」を「この規則において」に改める。 

第１９条、第２０条第１項、第２２条第１項及び第２３条中「第１７条第１項各号」を「第１７

条第１項」に改める。 

別表第１ア行政職給料表(1)の適用を受ける者の表、８級の項中「８級」を「６級」に、

「９７,０００円」を「９５，０００円」に、「８７，０００円」を「８５，０００円」に改め、

同表７級の項中「７級」を「５級」に、「８３，０００円」を「８１，０００円」に改め、同表６級

の項中「６級」を「４級」に、「７３，０００円」を「７１，０００円」に、「６４，０００円」を

「６２，０００円」に改める。 
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に改め、同表支給区分の

 

項行政職給料表(1)、５級に属する職員の欄中「又はⅤ」を削り、同表支給区分の項行政職給料表(1)、

４級に属する職員の欄中「Ⅵ」を「Ⅴ又はⅥ」に改め、同表備考第１項中「支給区分欄」を「支給区

分の項」に改め、同表備考第２項中「給料表欄」を「給料表の項」に改め、「掲げる給料表（」の次

に「行政職給料表(1)、行政職給料表(2)、」を加え、「職員欄」を「職員の項」に改める。 



 

別表第４備考第１項中「第３条第５号から第８号」を「第３条第３号から第７号」に改める。 

附 則 

 この規則は、平成２５年１０月１日から施行する。 


